
 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４３５ 抗ウイルス薬（再発の記載がない帯状疱疹、カポジ水痘様発疹症）の

算定について 

 

《令和７年１月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

診療開始日から一定期間経過後、再発の記載がない次の傷病名（免疫機能の

低下を来す基礎疾患のない患者）に対する抗ウイルス薬（ヘルペスウイルス感

染症治療薬※に限る。）の算定は、原則として認められない。 

⑴ 帯状疱疹 

⑵ カポジ水痘様発疹症 

※ アシクロビル（アシクロビル錠等）、ビダラビン（アラセナ－Ａ軟膏等）、

バラシクロビル塩酸塩（バルトレックス錠等）、ファムシクロビル（ファムビ

ル錠等）等 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスの感染により、カポジ水痘様発疹症はア

トピー性皮膚炎等の病変部位に単純ヘルペスウイルス 1 型が感染することに

より発症する。 

皮膚の水疱症状は、破裂後痂皮に変化して通常２週間から４週間で改善す

る。ウイルスの再活性化により発症する場合もあるが、悪性腫瘍や自己免疫疾

患の薬物療法等により免疫機能の低下した患者以外では、頻繁に再発するも

のではないことから、新たな診療開始日や再発の記載がない上記傷病名に対

する抗ウイルス剤の算定は、適当ではないと考えられる。 

以上のことから、診療開始日から一定期間経過後、再発の記載がない帯状疱

疹、カポジ水痘様発疹症（免疫機能の低下を来す基礎疾患のない患者）に対す

る抗ウイルス薬の算定は、原則として認められないと判断した。 
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